
令和２年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
教育委員会

（注）※１、※２の説明

教職員課 滋賀県給与等システ
ムおよび滋賀県会計
年度任用職員報酬支
払システムへの小中
学校向け接続環境の
改修業務委託

公立小中学校ネット
ワーク環境整備業務

令和2年11月25日 ～ 令 和 3 年 3 月 31 日 株式会社アイシーエス 25,828,000 当該事業者が当該システムの著作権を有してお
り、当該事業者しか改修を行うことができないた
め。

2 3イ

教職員課 報酬支払システム改
修業務委託

報酬支払システム改
修業務

令和2年10月25日 ～ 令 和 3 年 1 月 29 日 株式会社アイシーエス 8,613,000 当該事業者がソフトウェアの著作権を有しており、
当該事業者以外が修正等(システム障害の対応
等)を行うことができない電算システムの改修業務
のため。

2 3イ

高校教育課 民間外国語指導助手
派遣業務委託

外国語指導助手を県
内の県立学校へ派遣
する。

令 和 2 年 11 月 1 日 ～ 令 和 3 年 3 月 31 日 株式会社インタラック関
西東海

8,906,700 新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響
で、令和２年９月に本県に新規来日予定であった
ＪＥＴ－ＡＬＴ４名の配置が見送られた。高度な英
語指導ができるＡＬＴを早急に４名確保し、県立高
校１０校に派遣する特殊な業務であり、採用基
準・採用システムが確立されていることや県内市
町での採用実績から当該事業者をおいて他には
ないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等


